
亀山市告示第１３５号 

亀山市特定不妊治療費助成金（先進医療分・助成回数追加分）交付要綱の一部を改正

する告示を次のように定める。 

令和７年６月２７日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市特定不妊治療費助成金（先進医療分・助成回数追加分）交付要綱の一部を

改正する告示 

 

亀山市特定不妊治療費助成金（先進医療分・助成回数追加分）交付要綱（令和４年亀

山市告示第１７７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分（以下「改正部分」 

という。）及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分（以下

「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

（１） 改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

（２） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加え

る。 

改正後 改正前 

亀山市特定不妊治療費助成金（先

進医療分・助成回数追加分・着床

前胚染色体異数性検査（ＰＧＴ－

Ａ）分）交付要綱 

目次 

 第１章及び第２章 ［略］ 

 第３章 特定不妊治療費（助成回数追

加）助成金（第１０条―第１４

条） 

 第４章 着床前胚染色体異数性検査（ 

亀山市特定不妊治療費助成金（先

進医療分・助成回数追加分）交付

要綱 

 

目次 

 第１章及び第２章 ［略］ 

 第３章 特定不妊治療費（助成回数追

加）助成金（第１０条―第１４

条） 

 



ＰＧＴ－Ａ）を含む特定不妊

治療費助成事業（第１５条―

第１９条） 

 第５章 雑則（第２０条） 

 附則 

 （助成金の名称及び種類） 

第３条 この告示により交付する助成金

の名称は、亀山市特定不妊治療費助成

金（先進医療分・助成回数追加分・着 

床前胚染色体異数性検査（ＰＧＴ－Ａ） 

分）（以下「助成金」という。）とい

う。 

２ 助成金の種類は、次のとおりとする。 

 （１） 特定不妊治療（先進医療）助

成金 三重県特定不妊治療及び不育

症治療費等補助金交付要領（平成１８

年１０月１日施行。以下「県要領」 

という。）第２条により市が実施し、

交付する助成金 

 

 （２） 特定不妊治療費（助成回数追

加）助成金 県要領第３条により市

が実施し、交付する助成金 

（３） 特定不妊治療費（着床前胚染

色体異数性検査（ＰＧＴ－Ａ）分）

助成金 県要領第３条の２により市

が実施し、交付する助成金 

 （交付対象者） 

第１１条 助成金の交付対象者は、特定

不妊治療を受けた者のうち、次の要件

 

 

 

第４章 雑則（第１５条） 

附則 

 （助成金の名称及び種類） 

第３条 この告示により交付する助成金

の名称は、亀山市特定不妊治療費助成

金（先進医療分・助成回数追加分）（ 

以下「助成金」という。）という。 

 

 

２ 助成金の種類は、次のとおりとする。 

 （１） 特定不妊治療（先進医療）助

成金 三重県特定不妊治療、一般不

妊治療費及び不育症治療費等補助金

交付要領（平成１８年１０月１日施

行。以下「県要領」という。）第２

条の２により市が実施し、交付する

助成金 

 （２） 特定不妊治療費（助成回数追

加）助成金 県要領第３条の２によ

り市が実施し、交付する助成金 

 ［号を加える。］ 

 

 

 

 （交付対象者） 

第１１条 助成金の交付対象者は、特定

不妊治療を受けた者のうち、次の要件



を満たすものとする。 

 （１） ［略］ 

 （２） 夫婦のどちらか一方が、第１４

条において準用する第７条の規定に

よる申請時に住民基本台帳法に基づ

き市の住民基本台帳に記録されてい

る者（ 

日本国籍を有しない者にあっては、

出入国管理及び難民認定法第２条の

２第３項に規定する在留期間を超え

ていない者に限る。）であること。 

 （３）～（５） ［略］ 

 （助成の回数） 

第１３条 助成の回数は、保険適用を受

けた回数と合わせて通算８回（県要領

第３条により市以外の地方公共団体が

実施する同様の助成事業による助成を

受けた場合にあっては、これらの助成

事業において受けた助成の回数を通算

するものとする。）を限度とする。  

   第４章 着床前胚染色体異数性検

査（ＰＧＴ－Ａ）を含む

特定不妊治療費助成事業 

（助成の対象） 

第１５条 助成の対象は、着床前胚染色

体異数性検査（ＰＧＴ－Ａ）を含む第

１０条に規定する特定不妊治療に要し

た費用とする。 

２ 第４条第２項の規定は、前項の助成

の対象について準用する。 

を満たすものとする。 

 （１） ［略］ 

 （２） 夫婦のどちらか一方が、第１４

条の規定による申請時に住民基本台

帳法に基づき市の住民基本台帳に記

録されている者（日本国籍を有しな

い者にあっては、出入国管理及び難

民認定法第２条の２第３項に規定す

る在留期間を超えていない者に限

る。）であること。 

 （３）～（５） ［略］ 

 （助成の回数） 

第１３条 助成の回数は、保険適用を受

けた回数と合わせて通算８回（県要領

第３条の２により市以外の地方公共団

体が実施する同様の助成事業による助

成を受けた場合にあっては、これらの

助成事業において受けた助成の回数を 

通算するものとする。）を限度とする。 

   ［章を加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（交付対象者） 

第１６条 助成金の交付対象者は、特定

不妊治療を受けた者のうち、次の要件

を満たすものとする。 

（１） 医療保険各法に規定する被保

険者若しくは組合員又はその被扶養

者であること。 

（２） 夫婦のどちらか一方が、第１９

条において準用する第７条の規定に

よる申請時に住民基本台帳法に基づ

き市の住民基本台帳に記録されてい

る者（日本国籍を有しない者にあっ

ては、出入国管理及び難民認定法第

２条の２第３項に規定する在留期間

を超えていない者に限る。）である

こと。 

（３） ２回以上の体外受精胚移植の

不成功の既往を有する不妊症の夫婦

又は２回以上の流死産の既往を有す 

る不育症の夫婦であること。ただし、 

夫婦のいずれかに染色体構造異常が

確認されている場合は、２回以上の

体外受精胚移植の不成功又は２回以

上の流死 

産の既往を有することを要しない。 

（４） 助成の対象となった治療期間

の初日における妻の年齢が３５歳以

上４３歳未満であること。 

（５） 公益社団法人日本産科婦人科

学会が認める不妊症・不育症に関す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



る着床前胚染色体異数性検査（ＰＧ

Ｔ－Ａ）の承認医療機関において治

療を受けたこと。 

 （６） 保険適用の治療及び第１０条

に規定する特定不妊治療の治療回数

を合わせた回数が、１子当たり８回

未満であること。 

２ 第５条第２項及び第３項の規定は、

前項の助成金の交付対象者について準

用する。 

（助成金の額） 

第１７条 助成金の額は、特定不妊治療

１回ごとの費用とする。ただし、１回

における助成は、第１０条第１項第１

号、第２号、第４号及び第５号に掲げ

る治療内容にあっては３０万円を、同

項第３号及び第６号に掲げる治療内容 

にあっては１７万５千円を限度とする。 

２ 第６条第２項の規定は、前項の助成

金の額について準用する。 

（助成の回数） 

第１８条 助成の回数は、１子当たり６

回（県要領第３条の２により市以外の

地方公共団体が実施する同様の助成事 

業による助成を受けた場合にあっては、 

これらの助成事業において受けた助成

の回数を通算するものとする。）を限

度とする。 

（準用） 

第１９条 第７条から第９条までの規定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



は、着床前胚染色体異数性検査（ＰＧ

Ｔ－Ａ）を含む特定不妊治療費助成金

の交付について準用する。 

第５章 雑則 

第２０条 ［略］ 

 

 

 

第４章 雑則 

第１５条 ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この告示は、令和７年７月１日から施行し、この告示による改正後の亀山市特定不

妊治療費助成金（先進医療分・助成回数追加分・着床前胚染色体異数性検査（ＰＧＴ

－Ａ）分）交付要綱の規定は、令和７年４月１日以後に治療を開始した特定不妊治療

について適用する。 


